
　レクリエーション施設利用券は、組合員及び被扶養者（本組合にて組合員証等が発行されている方）に限り利用可能です。その
他の方には絶対に譲渡しないでください。
　また、利用回数には制限があり、レジャー施設は１年度内（4月1日～3月31日）1施設につき１人１回が利用限度となっています。
ただし、映画館及び日帰り温泉については、指定施設の中から1年度内1人3回を限度とします。
　なお、利用資格のない方が利用した場合、または利用回数が制限を超えた場合は、助成金額の返還請求を行いますので、利用に
ついてはご注意願います。
　利用券の使用可能な施設については、「共済事業のあらまし」又は共済組合ホームページ（最新情報）のレクリエーション施設一
覧表にてご確認ください。
　利用券裏面にある施設一覧については、最新のものでない場合がありますのでご注意ください。

レクリエーション施設利用券の記入方法

 レクリエーション施設利用方法のお願いについて

※ 左記、例のように利用券の新規作成分より続柄記入欄を削除しておりますので、
既にお持ちの利用券についても、続柄コードの記入は不要となります。なお、従
来どおり記入があっても差し支えありません。

レクリエーション施設利用券使用時の注意点

❶ ❷
❸ ❹ ❺
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【組合員証（表面）】

平成26年 4月 1日

埼９９９

平成26年 4月25日交付

❹❸

共済組合ホームページ　http://www.saitama-ctv-kyosai.net/

● 市町村名又は一部事務組合名をご記入ください。

● 組合員本人の氏名をご記入ください。

● 組合員証に記載されている【埼】から始まる番号を
右詰めでご記入ください。

● 組合員証に記載されている番号を右詰めで
ご記入ください。

● 施設をご利用する日をご記入ください。

● 利用券を使用する方の氏名をご記入ください。

● 利用券を使用する方の生年月日をご記入ください。

❶所属所名

❷組合員氏名

❸所属所番号

❹組合員証番号

❺利用年月日

❻利用者名

❼利用者生年月日

物資割引契約内容変更のお知らせ！
ジャルパック（国内旅行）と契約（平成26年4月1日）

　共済組合では、組合員の皆様を対象に物資割引契約を行っておりますが、この度、これまで海外旅行の取扱
いのみであったジャルパックと、国内旅行についても割引契約を結ぶことといたしましたのでお知らせいたします。

取扱品目及び割引率 手続き方法
■電話
（国内） ： 050-3155-3333　（海外） ： 03-5715-8459
営業時間：9:00～18:00（年末年始・一部除外日あり）
※ 申込の際は、オペレーターに「組合員」である旨お伝えください。
組合員証の提示は不要です。

　 なお、商品の詳しい紹介（パンフレット等）を送付致しますので、
送付先をご指示下さい。

■インターネット
【専用アドレス】http://www.jal.co.jp/tourlink/saitama-ctv
【キーワード】saitamactv 　　【パスワード】minasama

区 分 商品名 割引率

国 内 JALパック、ふらり、
マイステイ、JAL紀行倶楽部 5%

海 外

JALパック
（コース番号が「JA」から始まるもの） 5%

JALパックスペシャル
（コース番号が「JZ」から始まるもの） 3%

30 共済だより
2014.4.April No.594


